
徳島県監査委員公表第１０号

令和５年１１月２４日に受け付けた徳島県職員措置請求について、令和６年１月

１９日付けで徳島県知事に対し勧告を行ったところ、同年５月１６日付けで徳島県

知事から勧告に係る措置を実施した旨の通知があったので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４２条第９項の規定により、次のとおり公表する。

令和６年５月３１日

徳島県監査委員 鹿 山 公 弘

同 大 西 康 生

同 福 山 正 啓

同 眞 貝 浩 司

同 古 野 司

勧 告 に 係 る 措 置 の 実 施 状 況

１ 勧告年月日

令和６年１月１９日

２ 勧告内容

平成２９年度に行われた「阿波おどり空港における阿波藍魅力発信事業」に係

る委託契約は違法であり、当該違法な契約により県が被った損害の額は、４１０,
９４０円及びこれに対する平成３０年３月２３日から支払済みまで年５分の割合

による遅延損害金である。

徳島県知事は、当該損害について、令和６年６月１９日までに当該事業に関わ

った職員の責任の程度に応じた賠償を検討し、厳正に対処すること。

３ 措置内容

(１) 令和６年４月１６日、県が被った損害のうち４１０,９４０円について、
当時の観光政策課の担当職員（以下「被措置者」という。）に対しその９割

に当たる３６９,８４６円を、また、当時の観光政策課長（以下「課長」と
いう。）に対しその１割に当たる４１,０９４円をそれぞれ請求した。
被措置者からは同月２２日に、課長からは同月１７日に納付があった。

(２) (１)の支払を受け、同月２４日、遅延損害金として、被措置者に対し１１

２,５２０円を、課長に対し１２,４７４円をそれぞれ請求した。
被措置者及び課長から、同月２６日に納付があり、県が被った損害は全額

補填された。

(３) なお、被措置者については、本件に加え、観光政策課在籍中に公文書偽造

・作成に当たる不適正な事務処理を複数件行っていた事実が確認された。こ

れらは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３３条（信用失墜行

為の禁止）に違反する行為であり、かつ全体の奉仕者としてふさわしくない

非行であって、同法第２９条第１項各号に掲げる懲戒事由に該当するとし、

被措置者を同月８日付けで懲戒免職処分とした。

また、課長については、管理監督者として、業務に対する職務上の指導監

督責任から、同日、文書訓告とした。


